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注目トピックス 
01｜どんな研修が労働時間となるか 
労働者に対して実施する研修については「労働時間とし
てカウントすべきか否か」という問題がつきまといます。
研修と労働時間について解説します。 

 

 

特集 
02｜ストライキなどの労働争議について 
フランス、ドイツ、アメリカなど諸外国のストライキが
話題となっています。日本では今やほとんど起こらない
ストライキの意味と、その他の労働争議について解説し
ます。 
 
 
03｜過労死ラインの長時間労働に対する 

監督署調査について 
2023 年度の監督署の臨検調査については、いわゆる「過
労死ライン」を超える長時間労働に重点が置かれること
が予想されます。長時間労働のリスクについて解説しま
す。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜リーダーの仮面（ダイヤモンド社） 
リーダーは周りを惹きつけるリーダ
ーシップとカリスマ性が必要という
イメージが思い浮かぶかもしれませ
ん。しかし、そのようなセンスは
「不要」であり、組織マネジメント
には誰でも良いリーダーになれる
「数学のような公式」があると本書で解説されていま
す。プレーヤーからマネージャーへの思考の切り替え
方を早速見てみましょう。 
リーダーとして最初にすべきは、「ルールを確立し、そ
れを守らせる」ことです。ルールが存在しなければ、
不明確なルールの探り合いから互いに不信感を抱き、
人間関係が険悪になるためです。これができない人は
リーダーの資格がないと筆者は断言しています。 
リーダーになるということは「高い位置」に上がると
いうことを意味します。そのため、部下とのコミュニ
ケーションでは自分の「位置」をはっきりさせること
が重要で、何かをお願いする時も「依頼」ではなく、
「断定的に指示する」ことが大切です。 
他にもリーダーがフォーカスすべき「5 つのポイン
ト」についても解説しており、ヒエラルキー型組織に
おけるリーダーの心構えが学べます。リーダーになっ
たばかりの方にオススメしたい一冊です。 
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はじめに 
労働者のスキルアップを目指して会社が主導して研修
や教育訓練を実施することはよくありますが、その研修
が労働基準法上の「労働時間」に当たるか否かについて
は判断が難しいこともあります。以下、研修と労働時間
の関係について解説します。 
 
労働時間の定義 
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時
間」のことをいいます。 使用者の明示または黙示の指
示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該
当します。ちなみに黙示の指示とは下記を指します。 
 

直接命令はしていないが、雰囲気的に断ることが困難であっ

たり、参加しないと人事評価でマイナスとなったりと、実質

的に強制しているのと変わらない状態 

 
研修・教育訓練の取扱い 
研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない
自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、
労働時間に該当しません。しかし研修・教育訓練への不
参加について、就業規則で減給処分の対象とされていた
り、参加しないと業務を行うことができなかったりする
など「事実上参加を強制されている」場合には、前述し
た黙示の指示があるものとして労働時間に該当します。
以下に具体例を記載します。 
 
【労働時間に該当しない事例】 
  終業後の勉強会で、参加の強制はせず、また参加し

ないことについて不利益な取扱いもしないもの 
  労働者が自ら申し出て、会社の設備を無償で使用す

ることの許可をとった上で、一人でまたは先輩社員
に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく
勤務時間外に行う訓練 
※ただし、同調圧力などにより居残り訓練が実質的に強制され

ている場合は労働時間となる場合がある 
  会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加

の業務とは関連性がない英会話講習。 
 
【労働時間に該当する可能性が高い事例】 
  仕事に使用する技術や資格を習得するために会社

から指示された研修 
  書籍等を会社が提供し、読書と感想文の提出を義務

付ける場合の読書およびレポート作成時間 
  休日に参加するよう指示された社外研修で、後日レ

ポートの提出も課されるなど実質的な業務指示で
参加する研修。 

  自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員
がその業務に従事しているところを見学しなけれ
ば実際の業務に就くことができないとされている
場合の業務見学。 

  会社が出席を命じた研修兼懇親会 
 
会社における「研修・教育訓練」の取
扱いについて 
「研修は労働時間ではない」と取り扱う場合には、まず
上司からの強制・指示、事実上の強制がないように注意
してください。また、仕事に必須のスキルを学ばせるも
のは原則として労働時間として取り扱うほうが間違い
ないでしょう。 
 
その他、通常の勤務場所と物理的に違う場所で研修を行
ったり、仕事用ユニフォームを一旦着替えてから研修を
受講するようルールを設けたりといった「通常労働との
形式上の違い」を明確化することも有効です。また、職
場で居残りして訓練などをしている場合も「会社設備を
利用した訓練の許可申請書」などの書面を用意すること
も良いでしょう。

どんな研修が 
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労働者に対して実施する研修については「労
働時間としてカウントすべきか否か」という
問題がつきまといます。研修と労働時間につ
いて解説します。 
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はじめに 
フランス政府が老齢年金の支給開始年齢を 62 歳から
64 歳に引き上げる改正案を示したことを契機に、制度
改革に反対する大規模なデモやストライキが広がりま
した。鉄道や電力会社、ごみ収集業者などの生活インフ
ラ事業までもがストライキをしているため、混乱が広が
っている模様です。また、賃上げなどを求めた同様のス
トライキがドイツでも起こっています。現在の日本では
ほとんど目にすることのない「ストライキ」その他の労
働争議について解説します。 
 
ストライキの法的性格 
ストライキとは、労働者が労働条件の改善・維持などの
要求をするため、集団で労務の提供を拒否する行為を言
います。このストライキは憲法に規定されている労働者
の権利の一つで、労働者が要求実現のために団体で行動
する権利（団体行動権※あるいは争議権）として位置付
けられます。 
 
その他、労働者が団結して労働組合を結成する権利（団
結権）、労働者が使用者（会社）と団体交渉を行う権利
（団体交渉権）と合わせて、労働三権と称されます。 
 
【 労働三権 】 

団結権 労働組合を作る権利 

団体交渉権 
労働条件改善などを求めて団体交
渉をする権利 

団体行動権 ストライキなどをする権利 
 
日本におけるストライキ 
日本では、2019 年に起きた東北自動車道の佐野サービ
スエリアを運営する会社の従業員が、不当解雇された部
長の復職を求めて行ったストライキが記憶に新しいと
ころです。ハイシーズンのサービスエリアで、売店やレ
ストランの営業を突然休止したことが話題となりまし

た。 
 
統計によると、日本においては 1974 年にストライキ件
数が 5000 件（年間）を超えたところをピークに減少し
続けており、現在は年間 100 件未満に落ち込んでいま
す。 
 
古くから日本の会社には家族的意味合いがあり、長期雇
用を約束する反面、団結して権利主張をする行為が馴染
みませんでした。戦後、経済成長に伴い労働者の権利意
識は高まったものの、バブル崩壊やリーマンショックな
どの経済不安から再び労働争議が消極化していきまし
た。諸外国で賃金や待遇改善などを求めた大規模なスト
ライキが起こっていることと比較すると、日本の国民性
が諸外国とは異なることがわかります。 
 
企業側の対策 
ストライキ、団体交渉その他の争議行為は憲法で保障さ
れた権利であるため、ストライキを禁止したり団体交渉
を無視したりすることができません。もしこれらの問題
が起きたときには、相手の要求をヒアリングし、真摯な
対応をしていくしかありません。 
 
なお、日本における労働争議の中で厄介なものの一つと
して、合同労組（いわゆるユニオン）との団体交渉が挙
げられます。合同労働組合とは、勤務する会社を問わず、
一人から加盟できる外部の労働組合です。多くの場合、
会社に不満を持つ労働者や元労働者について「未払い残
業代請求」「有給休暇取得」「ハラスメントに対する慰謝
料請求」などの金銭要求をしてきます。 
 
会社への不満をそのままにしておくと、合同労組からの
団体交渉を受けることになりかねないため、日常から労
働者の不満に注意し、早めに対応をしましょう。

ストライキなどの 

労働争議について 

フランス、ドイツ、アメリカなど諸外国のス
トライキが話題となっています。日本では今
やほとんど起こらないストライキの意味と、
その他の労働争議について解説します。 
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はじめに 
厚生労働省が 2023 年度の臨検調査について、いわゆる
「過労死ライン」を超えるような長時間労働が疑われる
事業場に対する監督指導に重点が置かれることが予想
されます。本年 4 月から中小企業における 60 時間超の
残業に対する割増率が引き上げられたこともあり、多す
ぎる残業への監督指導は強化されるでしょう。以下、長
時間残業に関連して注意すべきポイントについて解説
します。 
 
過労死ラインとは 
厚生労働省が定める過労死の定義は以下のものとされ
ています。 
 
1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾

患を原因とする死亡 
2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原

因とする自殺による死亡 
3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾

患、精神障害 
 
そして「過労死ライン」とは、過労死と長時間労働に因
果関係があるという前提に基づき、発症直前の「危険な
長時間残業の基準時間」を定めたものです。 
現在の過労死ラインは次のように定められています。 
 
時期 過労死ライン 判定 
発症前 6 か月 概ね 45 時間超/月 ▲ 
発症前 1 か月 残業 100 時間超/月 × 
発症前 2〜6 か月 残業 80 時間超/月 × 

▲‥業務との関連性が徐々に強まる 
×‥業務と発症の関連性が強いと評価される 
 
上記から、一般に残業時間の過労死ラインは「月 80 時
間超」が目安とされています。 

過労死ラインが疑われる根拠 
【特別条項付き 36 協定】 
特別条項付き 36 協定で、時間外労働の上限を労働基準
法の上限スレスレである「月 100 時間未満、年 720 時
間」に設定した場合、長時間労働が常態化していること
を疑われる可能性があります。 
 
なお、特別条項付き 36 協定とは、残業時間について労
使で締結する 36 協定のうち、法定の上限（原則月 45
時間、年間 360 時間）を超える可能性があること、およ
び超える際の限度時間や手続きを付記したものです。 
 
【労災申請・労働者からの申告】 
長時間労働が原因でうつ病などの労災申請があった場
合、まず間違いなく長時間労働の実態を確認されること
になります。また、労働者や元労働者から長時間労働に
ついての申告が監督署になされた場合も同様です。 
 
【業種・業態】 
労働基準監督署の臨検調査はしばしば年度ごとに重点
業種が定められているようです。例えばある年はコンビ
ニエンスストアに調査が集中しましたが、それは①深夜
勤務労働者に対する健康診断の実施状況②外国人労働
者の不法就労③月給労働者の残業未払いなどをターゲ
ットにしたものと予想されます。 
 
毎日残業が 4 時間は危険水準 
１日4時間の残業を20日続けると1ヶ月の残業時間が
平均 80 時間となります。経営者は残業させているつも
りがなくても、早朝勤務や昼休みの休憩不足、休日勤務
などが積み重なって残業時間が過労死ラインに至るこ
ともあります。危険な長時間労働とならないよう、実質
的な労働時間の把握に努めましょう。 

過労死ラインの長時間労働に

対する監督署調査について 

2023 年度の監督署の臨検調査については、
いわゆる「過労死ライン」を超える長時間労
働に重点が置かれることが予想されます。長
時間労働のリスクについて解説します。 
。 


